
改訂適用前バージョンに関して

 (対応方法がある場合はその手順を記入します)

①昨年の第2子～第5子の入学金の値を正しく設定
(第1子は正しい)

①昨年の教育費は「キャッシュ」で修正可能。　こ
の場合41年間の合計値は変更できません。

②本人の余命の設定が「入力」の「現状」しかできな
い。「変更」での個別設定を出来るように修正

②本人の余命を使用する場合は「現状」と「余命」
の同時適用をする。

③「6人家族」の基本生活費が「5人家族」の基本生活
費より若干下がるのを修正

③ほとんど差額が無いので、無視してこのまま使
用する

④「メニュー」の「結婚予定」を選択した時に「配偶者」
の昇給率を反映しないのを修正

④「結婚予定」を使用する時は、「配偶者」の昇給
率を考慮しないことを念頭に入れて作成する

 改訂適用内容
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